
 

仕 様 書 

 

１ 件  名  塵芥処理業務委託 

 

２ 履行期間  令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

 

３ 履行場所  草加市水道庁舎 草加市氷川町２１１８番地５ 

 

４ 支払方法  業務完了払（年１２回払 ４月から３月まで 毎月） 

 

５ ごみ種別及び収集時間 

 ごみの種別については事業系として取り扱い、収集時間は午前８時３０分から午後５時までと

する。 

 

６ 委託内容 

  庁舎ごみ置き場内の可燃ごみ及び資源物（紙類は含まれない）について、収集、運搬及び処分

の業務（以下「委託業務」という）を実施するものとする。 

 

⑴ 可燃ごみ 

  ア 委託業務の実施回数 

    可能な限り等間隔で、定期的に週２回委託業務を実施するものとし、実施の日については、

土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始を除くものとする。 

イ 委託業務に係るごみの分量の目安 

    令和８年度（２０２６年度）予定処理量：概ね５１ｋｇ／回 

＜参考＞※ 令和７年（２０２５年）１２月３１日現在 

    令和７年度（２０２５年度）処理実績（平均）：３９.９ｋｇ／回 

    令和６年度（２０２４年度）処理実績（平均）：５０.５ｋｇ／回 

 

⑵ 資源物（紙類は含まれない。） 

  ア 委託業務の実施回数 

    定期的に月１回委託業務を実施するものとし、実施の日については、土曜日、日曜日、祝

祭日及び年末年始を除くものとする。 

イ 委託業務に係るごみの分量の目安 

    令和８年度（２０２６年度）予定処理量：概ね２２ｋｇ／回 

 ＜参考＞ ※ 令和７年（２０２５年）１２月３１日現在 

    令和７年度（２０２５年度）処理実績（平均）：２０.０ｋｇ／回 

    令和６年度（２０２４年度）処理実績（平均）：２２.０ｋｇ／回 

 

契約形態 業務委託 



⑶ その他 

ア 法令上の責任 

 委託業務を行うに当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）その他関係法令（草加市の条例等を含む。）の規程を守り、かつ、発注者の指示に

従うものとする。 

イ 委託業務実施に伴う留意事項 

（ア）ごみ容器内及び容器外を完全に収集し、周辺の清潔保持に努めること。 

（イ）ごみの運搬用車両の運行に当たっては、来庁市民の安全に留意し他の車両の運行を妨

害することのないよう駐車するとともに、運搬においては、ごみの飛散を防止するよう

努めるものとする。 

（ウ）受注者は、自己の作業員に対し、服装、言語及び態度等に留意して、市民に不快の念

を与えないよう常に指導すること。 

（エ）受注者は、自己の作業員の行為について自ら行ったものと同一の責任を負い、その責

を免れることはできない。 

ウ 作業機材の負担 

委託業務の実施に必要な機材等にかかる費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

７ 業務完了報告書の提出 

  毎月業務完了後、処理実績の重量を記載した業務完了報告書を速やかに提出すること。 

 

８ その他 

 ⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ⑵ 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

 ⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）第６条

及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５号）第９条の

規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被

害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告するとともに、

所轄の警察署に通報すること。 

イ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。 

 ⑷ 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮すること

ができるよう努めること。 

 ⑸ 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

９ 問合せ先 

  草加市上下水道部 水道総務課管理係  

  電 話 ０４８－９２５－３１３２（直通） 

  ＦＡＸ ０４８－９２５－５０４６ 

 


